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【資料】 

1. 調査団員氏名、所属 

 

（1）第 1次現地調査 

 

氏名 担当 所属 

山本 敬子 総括 
独立行政法人国際協力機構 

国際協力専門員 

早山 恒成 協力企画 
独立行政法人国際協力機構 

地球環境部水資源第二課 

樋口 宏之 業務主任/地下水開発  (株)協和コンサルタンツ  

小肩 雅之 機材・調達計画  (株)協和コンサルタンツ  

本家 正彦 社会条件調査/組織運営 (株)地域計画連合（補強） 

渡辺 香容子 通訳 (株)テクノスタッフ（補強） 

 

（2）第 2次現地調査 

 

氏名 担当 所属 

須藤 勝義 総括 
独立行政法人国際協力機構 

地球環境部 次長 水資源・防災ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

井上 雄貴 協力企画 
独立行政法人国際協力機構 

地球環境部水資源第二課 

樋口 宏之 業務主任/地下水開発  (株)協和コンサルタンツ  

増岡 奉文 機材・調達計画  (株)協和コンサルタンツ  

本家 正彦 社会条件調査/組織運営 (株) 地域計画連合（補強） 

大橋 正 物理探査/水理地質  (株)協和コンサルタンツ  

岡村 章夫 通訳 (株)テクノスタッフ（補強） 

 

（3）概要説明 

 

氏名 担当 所属 

山本 敬子 総括 
独立行政法人国際協力機構 

国際協力専門員 

井上 雄貴 協力企画 
独立行政法人国際協力機構 

地球環境部水資源第二課 

樋口 宏之 業務主任/地下水開発  (株)協和コンサルタンツ  

増岡 奉文 機材・調達計画  (株)協和コンサルタンツ  

岡村 章夫 通訳 (株)テクノスタッフ（補強） 
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2. 調査行程 

 
（1）第 1次現地調査 

 

 
 
 
 
 

  

山本敬子 早山恒成 樋口　宏之 小肩　雅之 本家　正彦 渡辺　香容子

総括 計画管理 業務主任/地下水開発 機材・調達計画 社会条件調査/組織運営 通訳

1 3月16日 火

2 3月17日 水

3 3月18日 木

4 3月19日 金

5 3月20日 土 成田発

6 3月21日 日 ラパス着
10:10コビハ→11:40トリニダ
12:40トリニダ→13:45ラパス

7 3月22日 月

9 3月24日 水
ﾊﾟﾝﾄﾞ県UNASBVI（協議・資
料収集）ﾊﾟﾝﾄﾞ県候補市（ﾜｰ
ｸｼｮｯﾌﾟ）

ﾊﾟﾝﾄﾞ県UNASBVI（協議・資
料収集）

10 3月25日 木

11 3月26日 金

12 3月27日 土

13 3月28日 日

14 3月29日 月
ﾍﾞﾆ県UNASBVI（協議）
ﾍﾞﾆ県民間掘削業者（聞取）

15 3月30日 火 ﾍﾞﾆ県UNASBVI（協議）

16 3月31日 水

12:30トリニダ→13:45ラパス
ﾍﾞﾆ県UNASBVI（協議）
開発企画省公共投資・外部
融資次官室（VIPFE）

ﾍﾞﾆ県UNASBVI（協議）

12:30トリニダ→13:45ラパス
ﾍﾞﾆ県UNASBVI（協議）
開発企画省公共投資・外部
融資次官室（VIPFE）

17 4月1日 木
技プロ（聞取）
大使館報告
JICA事務所報告

09:10トリニダ→10:15ラパス
大使館報告
JICA事務所報告

技プロ（聞取）
大使館報告
JICA事務所報告

18 4月2日 金

19 4月3日 土

20 4月4日 日

火
ﾊﾟﾝﾄﾞ県知事（表敬）
ﾊﾟﾝﾄﾞ県UNASBVI（表敬）

成田着

ラパス発

ー

ﾍﾞﾆ・ﾊﾟﾝﾄﾞ県（協議）

ミニッツ署名

06:20ラパス→07:25トリニダ
08:15トリニダ→09:45コビハ

JICA/ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ団員 JICA団員 コンサルタント団員

調査団員氏名

担当分野

ラパス着
9:00-10:00JICA事務所、技プロ専門家（打合）
10：30-環境・水資源省（打合）

8 3月23日

ﾍﾞﾆ県候補市（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ）
ﾍﾞﾆ県UNASBVI（協議）

環境・水資源省（表敬、説明）
JICA事務所（打合）
開発企画省公共投資・外部融資次官室（VIPFE）
技プロ専門家（打合）
団内（打合）

成田発

ﾊﾟﾝﾄﾞ県パイロットプロジェクト（視察）
ﾊﾟﾝﾄﾞ県候補市（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ）

書類整理

07:00コビハ→08:30トリニダ
ﾍﾞﾆ県知事代行（表敬）
ﾍﾞﾆ県UNASBVI（表敬）

ﾍﾞﾆ県候補村落、パイロットプロジェクト（視察）

ﾍﾞﾆ県UNASBVI（協議・資料収集）

書類整理

ﾊﾟﾝﾄﾞ県UNASBVI（協議・資料収集）
ﾊﾟﾝﾄﾞ県候補市（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ）

ﾍﾞﾆ・ﾊﾟﾝﾄﾞ県（協議）

09:10トリニダ→10:15ラパス
大使館報告
JICA事務所報告

ﾊﾟﾝﾄﾞ県UNASBVI（協議・資料収集）

ﾊﾟﾝﾄﾞ県候補村落、ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（視察）

資料整理

06:20ラパス→07:25トリニダ
ﾍﾞﾆ県UNASBVI（協議・資料収集）

08:15トリニダ→09:45コビハ
ﾊﾟﾝﾄﾞ県UNASBVI（協議・資料収集）
ﾊﾟﾝﾄﾞ県候補市（聞取）

ﾍﾞﾆ・ﾊﾟﾝﾄﾞ県（協議）、於　トリニダ
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（2）第 2次現地調査 

 
 

（3）概要説明 

 

須藤勝義 井上雄貴 樋口宏之 岡村章夫 増岡奉文 本家正彦 大橋正

総括 協力企画
業務主任/
地下水開発

通訳 機材・調達計画
社会条件調査/

組織運営
物理探査/
水理地質

1 8月28日 土 成田発 ｻﾝﾄﾄﾞﾐﾝｺﾞ発 成田発

2 8月29日 日 ﾗﾊﾟｽ着

3 8月30日 月 JICA、資料収集、ﾗﾊﾟｽ市場調査

4 8月31日 火 ﾄﾘﾆﾀﾞ着、ベニ県表敬、第2次調査方針説明、ミニッツ協議 ﾗﾊﾟｽ市場調査

5 9月1日 水 ﾍﾞﾆ県パイロットプロジェクト視察 ﾗﾊﾟｽ市場調査 ベニ県サイト調査準備

6 9月2日 木 ｺﾋﾞﾊ着、パンド県表敬、第2次調査方針説明、ミニッツ協議 ｺﾋﾞﾊ着、ﾊﾟﾝﾄﾞ県協議 ベニ県サイト調査

7 9月3日 金 AM:ミニッツサイン@ｺﾋﾞﾊ, PM:パンド県関係者セミナー ﾊﾟﾝﾄﾞ県協議、市場調査 ベニ県サイト調査

8 9月4日 土 ベニ県サイト調査

9 9月5日 日 ラパス着 ﾄﾘﾆﾀﾞ着、ﾍﾞﾆ県協議 ベニ県サイト調査

10 9月6日 月 ﾍﾞﾆ県協議、市場調査 ベニ県サイト調査

11 9月7日 火 ﾄﾘﾆﾀﾞ着、ｻｲﾄ調査準備 ｻｲﾄ調査準備 ベニ県サイト調査

12 9月8日 水 ベニ県サイト調査・ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ視察 ベニ県サイト調査

13 9月9日 木 ベニ県サイト調査・ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ視察 ベニ県サイト調査

14 9月10日 金 ベニ県サイト調査 ベニ県サイト調査

15 9月11日 土 ベニ県サイト調査 ベニ県サイト調査

16 9月12日 日 ベニ県サイト調査 資料整理

17 9月13日 月 ベニ県サイト調査 ベニ県サイト調査

18 9月14日 火 パンド県サイト調査 ベニ県サイト調査

19 9月15日 水 パンド県サイト調査 ベニ県サイト調査

20 9月16日 木 パンド県サイト調査 ベニ県サイト調査

21 9月17日 金 パンド県サイト調査 ベニ県サイト調査

22 9月18日 土 パンド県サイト調査 ベニ県サイト調査

23 9月19日 日 資料整理

24 9月20日 月 ﾊﾟﾝﾄﾞ県協議

25 9月21日 火 ﾊﾟﾝﾄﾞ県協議

26 9月22日 水

27 9月23日 木

28 9月24日 金

29 9月25日 土

30 9月26日 日 資料整理

31 9月27日 月 環境水資源省打合せ、UNICEF表敬 ｻﾝﾀｸﾙｽ市市場調査

32 9月28日 火 ｻﾝﾀｸﾙｽ市市場調査

33 9月29日 水 ｻﾝﾀｸﾙｽ市市場調査

34 9月30日 木 ｻﾝﾀｸﾙｽ市市場調査

35 10月1日 金 ｻﾝﾀｸﾙｽ市市場調査

36 10月2日 土 ｻﾝﾀｸﾙｽ市市場調査

37 10月3日 日 ｻﾝﾀｸﾙｽ市市場調査

38 10月4日 月 ｻﾝﾀｸﾙｽ市市場調査

39 10月5日 火 ｻﾝﾀｸﾙｽ市市場調査

40 10月6日 水

41 10月7日 木 環境水資源省打合せ、ASVI打合せ ﾗﾊﾟｽ市市場調査 環境水資源省打合せ、ASVI打合せ

42 10月8日 金

43 10月9日 土

44 10月10日 日

45 10月11日 月

成田着

移動

JICA/ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ団員 JICA団員 コンサルタント団員

調査団員氏名

担当分野

環境・水資源省（表敬、説明）
JICA事務所（打合）
大使館（表敬）
開発企画省公共投資・外部融資次官室（VIPFE）

ﾄﾘﾆﾀﾞ着、ﾍﾞﾆ県ｻｲﾄ調査準備、再委託調整

ﾊﾟﾝﾄﾞ県パイロットプロジェクト視察

環境・水資源省（ミニッツ署名）
大使館報告
ＪＩＣＡ事務所報告

ラパス発

AESID、UPRE表敬

ﾄﾘﾆﾀﾞ着、団内打合せ 団内打合せ

ベニ県協議 ｺﾋﾞﾊ着、ﾊﾟﾝﾄﾞ県協議

ｻﾝﾀｸﾙｽ着、ｻﾝﾀｸﾙｽ県視察、ASVI-T.C視察

ｻﾝﾀｸﾙｽ市市場調査

ｻﾝﾀｸﾙｽ市市場調査

ｻﾝﾀｸﾙｽ市市場調査

ﾗﾊﾟｽ着

ｵﾙﾛ県視察、ASVI-T.C視察

ﾗﾊﾟｽ県視察

ﾗﾊﾟｽ着、団内協議

ラパス発

成田着

移動

JICA事務所報告

ﾊﾟﾝﾄﾞ県ｻｲﾄ調査準備

パンド県サイト調査

パンド県サイト調査

パンド県サイト調査

パンド県サイト調査

ﾊﾟﾝﾄﾞ県協議

ﾊﾟﾝﾄﾞ県協議

資料整理

資料整理

ｺﾋﾞﾊ着、ﾊﾟﾝﾄﾞ県協議

パンド県サイト調査

パンド県サイト調査

パンド県サイト調査

パンド県サイト調査

パンド県サイト調査

パンド県サイト調査

パンド県サイト調査

パンド県サイト調査

パンド県サイト調査

山本敬子 井上雄貴 樋口宏之 増岡奉文 岡村章夫

総括 協力企画 業務主任/地下水開発 機材・調達計画 通訳

1 2月12日 土 成田発 ｻﾝﾄﾄﾞﾐﾝｺﾞ発 成田発

2 2月13日 日 ﾗﾊﾟｽ着

3 2月14日 月

4 2月15日 火 ｺﾋﾞﾊ着、パンド県知事表敬、UNASBVI協議

5 2月16日 水 ﾄﾘﾆﾀﾞ着、ベニ県知事表敬、UNASBVI協議

6 2月17日 木 ミニッツ作成

7 2月18日 金 ミニッツ署名（ベニ県）

8 2月19日 土

9 2月20日 日 資料整理

10 2月21日 月

11 2月22日 火 追加調査、資料収集

12 2月23日 水

13 2月24日 木

14 2月25日 金

JICA事務所（協議）
大使館（表敬）
環境・水資源省（協議）
開発企画省公共投資・外部融資次官室（協議）

JICA/ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ団員 JICA団員 コンサルタント団員

調査団員氏名

担当分野

ラパス発

移動

成田着

ミニッツ署名（パンド県）
ラパス着

環境・水資源省（ミニッツ署名）
大使館報告
ＪＩＣＡ事務所報告

ラパス発

移動

成田着
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3. 関係者（面会者）リスト 

 
（1） 環境・水資源省 (Ministerio de Medio Ambiente y Agua) 

Julieta Mabel Monje Villa  Ministra 
Maria Esther Udaeta   Ex-Ministra 
Felipe Quispe Quenta  Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Bàsico 
Reynaldo Felipe Villalba Asebey  Director General de Agua Potable y Alcantarillado 

  Sanitario, Viceministerio de Agua Potable y  
  Saneamianto Básico 

Durben Mendez  Director de Residuos Solidos 
Gorg Suarez Zabula  Director General de Planificaciòn 
Edwin Laruta Lipez  Responsable de Proguramas y Proyectos de Agua y Saneamiento 
Enrique Torrico  Jefe de Unidad Técnica de Agua Potable y Saneamiento 
  

（2） 計画開発省 （Ministerio de Planificación del Desarrollo） 
Herley Rodriguez Viceministro de VIPFE(Viceministerio de Inversiòn Pùblica y 

Financiamiento Externo、公共投資・対外財務次官室) 
Miraglina Giles   Directora General de Gestiòn de Finaciamiento Externo 
Stephanie Bellot Kalteis  Analista, Gestiòn de Finaciamiento Externo 
Gonzalo Huaylla Aliaga       Unided de Programacion de la Inversiòn 
Gustavo Gomez Velasquez  Analista, Unidad de Gestión de Financiamiento Externo 

 
（3） ASVI 2 （生命の水プロジェクト フェーズ 2） 

福島 世志徳 専門家 
Karen Sanjinès J. Coordinador Nacional 
Grover Calicho C. Coordinador Reginal (Santa Cruz) 
Jorge Lizarazu B. Coordinador Reginal (Oruro) 
Jonny Duran Torceros Coordinador Reginal (Oruro) 

 
（4） ベニ県 (Gobierno Autònomo Departamental de Beni) 

Ernesto Suarez Sattori  Governador 
Clemente de Roma Cárdenas Sanjinés  Ex-Governador 
Jose Esteban Calderon  Jefe de UNASBVI 
Guillermo Da Silva  UNASBVI 
Franck Cicer Arriaza  UNASBVI 
Edgar Alarcon Montenegro  UNASBVI 
Elick Mercado Vaca   UNASBVI 
Hèctor Calizaya Fernàndez  UNASBVI 
 

（5） パンド県(Gobierno Autònomo Departamental de Pando) 
Luis Adolfo Flores Roberts  Governador 
Rafael Banderia Arze  Ex- Governador 
Veronica Merida Q.  Secretaria de Obras Púbrica 
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José Sandoval Vargas  Ex-Director de Obras Púbrica 
Franz Mario Cardenas Aragon Jefe de UNASBVI 
Hugo Mendez Queirolo  Ex-Jefe de UNASBVI 
Maribel Castro Arnez   UNASBVI 
Ricardo Quisberto Porcel  UNASBVI 
Marcos Miranda Rios  UNASBVI 
Rossi Dominguez  UNASBVI 

 
（6） ラパス県 

Venancio Tazola Jefe de SEDEPAL 
Carlos Haide SEDEPAL 
Hilario Choque SEDEPAL 

 
（7） オルロ県 

Edwin F. Usnayo Yucra Jefe de UNASBVI 
 
（8） サンタクルス県 

Joaquin Soria Coordinador Ingenieria－PROASU‐JICA 

 
（9） 関連機関 

1） UNICEF 
Frnck Bouvet Jefe de Agua y Saneamiento Ambiental 
Irma Peredo Fortalecimiento Institutonal en Agua y Saneamiento Ambiantal 

 
2） AECID スペイン国際協力開発庁 
Luis Basteiro 
Aide Guardiola 

 
3） UPRE (Unidad de Proyectos Especiales, 大統領府特別プロジェクト課) 
Teresa Toro M. Tècnico de UPRE 
Willam Murillo Area Adoministrativa 

 
（10） ワークショップ参加者 

1) ベニ県 （第 1 回ワークショップ） 
Walter Justiniano Viruez            Municipio Santa Ana del Yacuma 
Juan Jesús Gualevez Coinbra        Municipio de Exaltación 
Vania Kasion Vasquez              Alcaldesa Municipal de Exaltación 
Jorge Olvios Rosas                 Municipio de San Joaquín 
Raul Hukipoerto Monzay            AMDEBENI 
Raúl Monroy Meruvio              Coordinador Departamental, AMDEBENI 
Macelo Perez Callejas              Municipio de Trinidad 
Indica Balcazar Suarez              Municipio de Trinidad 
Carla Paola Rodas                  Supervisora de Microempresa, Trinidad 
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Jorge David Callón Zonte            Técnico de Obra, UNICEF 
 

2) パンド県 （第 1 回ワークショップ） 
Mario Menacho Lanfos AMDEPANDO 
Israel Vela Alvarez Municipio de Nueva Esperanza 
Roald Ruis Aguirre Municipio de Bolpebra 
Enrique Montero Medrano           Municipio de Bolpebra 
Miguel Achipa Mercado Municipio de San Lorenzo 
Evill DnadMollinedo Romero Municipio de Cobija 
Jorge Luis Conde Vargas Municipio de Porvenir 
Sergio Tanara Ordonez              Municipio de Porvenir 
Luis Yimber Da Silva               Municipio de Porvenir 
Luis Alberto Vaca F. Municipio de Vella Flor 
Edilberto Cartagena Roca     Vicepresidente de OTB, Comunidad de Curichon, Filadelfia 

 
3) パンド県 （第 2 回ワークショップ） 

Juan Carlos Zabslz R. Municipio de Filadelfia 
Alfred Yva Ortega Municipio de Filadelfia 
Roy Millas Toledo Municipio de Puerto Rico 
Sem Meneilo Alfonzo Municipio de Puerto Rico 
Francisca Gonzales Gonzales Municipio de Nueva Esperanza 
Haydy Tinta Flores Municipio de Nueva Esperanza 
Enrique Montero Medrano           Municipio de Bolpebra 
Eriverto Rodriguez Balcuzar Municipio de villa Nueva 
Edgardo Ribert R. Municipio de San Lorenzo 
Mario Menacho Lanfos AMDEPANDO 
Viviana Varga Ramon EPSA-Cobija 
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【第1次現地調査時】
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ボリビア 

ベニ県及びパンド県村落地域飲料水供給計画準備調査 

協議議事録 

 

ボリビア多民族国（以下、ボリビアと呼ぶ）からの要請に基づいて、日本政府は「ベニ県

及びパンド県村落地域飲料水供給計画」（以下、本プロジェクトと呼ぶ）に関する準備調査

の実施を決定し、その実施を国際協力機構（以下ＪＩＣＡという）に委託した。 

ＪＩＣＡは、ＪＩＣＡ国際協力専門員山本敬子を団長とする本プロジェクトの準備調査団（以

下、「調査団」という）を 2010 年 3 月 16 日から 4 月 4 日までボリビアに派遣した。 

調査団は、ボリビア政府関係者と協議するとともに、対象地域において現地調査を実施

した。 

協議及び現地調査の結果、双方は附属書に記述された主要事項について確認した。本

調査団は引き続き現地調査を実施し、基本設計調査報告書をとりまとめる予定である。 
 

2010 年 3 月 31 日 トリニダにて 

 

 

 

 

 

 

Lic. Maria Esther Udaeta  
大臣 

環境・水資源省 

 山本 敬子 

団長  

準備調査団 

国際協力機構(JICA) 

 

Ing. Clemente de Roma Cárdenas Sanjines 
知事 

ベニ県 

 

 C. Almirante .MSC. Rafael Bandeira Arze 
知事 

パンド県 

 

Ing. Harley Rodríguez Tellez 
次官代行 

公共投資外務資金次官室, 

計画開発省 
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【第1次現地調査時-和文】



 

1 

附属書 

 

１．プロジェクトの目的 

本プロジェクトは、１）２県の地方部給水５か年計画の候補村落で安全な水の供給状況を改善する、

２）井戸掘削機材を調達し、有効活用することで給水率を向上させる ことを目的とする。 

 

２．プロジェクトの要請地域 

本プロジェクトの対象地域は 5 ヶ年計画で対象となっているベニ県、パンド県の候補村落の予定であ

る。対象地域の位置図は別添１のとおりである。 

 

３．責任機関および担当部局 

別添 2 のとおり、責任機関は環境・水資源省 上水道・基礎衛生次官室、実施機関はベニ県及びパン

ド県 水・基礎衛生・住宅課（UNASBVI）である。 

 

４．要請内容 

調査団は、ボリビア政府からの本プロジェクトの要請内容を別添3のとおり確認した。 

なお、この内容は開発調査以前に提出された正式要請の内容とは異なるため、ボリビア政府は必要に

応じ、所定の手続きを行う場合がある事を合意した。 

 

５．日本の無償資金協力制度 

5-1 ボリビア政府は、調査団から説明を受け、別添5に記載されている、日本の無償資金協力制度につ

いて理解した。 

5-2 ボリビア政府は、無償資金協力の円滑な実施のために必要な方策を実施する。 
 

5-3 調査の結果、その他の負担事項が生じれば、JICA はボリビア側に通知する。 

 

６．その他事項  

 

6-1 現地調査の進め方 

本プロジェクトに先がけて実施された開発調査後、その対象地域であるベニ県、パンド県では、様々な条

件の変化があり機材を有効活用するための実施能力について懸念が発生した。このため、今回の調査

では、主に両県の実施能力についての調査を実施し、今後の協力方式を検討することとした。 

2 回目の現地調査では、5 ヵ年計画における候補村落のうち数箇所での具体的な掘削地点の選定を

行うとともに、資機材等の基本設計・積算にかかる調査を実施する。 

 

 

6-2 5ヵ年計画の重要性 

日本側・ボリビア側双方は5カ年計画の重要性を確認し、ボリビア側はその実施に努力することを約束

した。特にパンド県はUNASVIの組織強化及びコミュニティの水委員会の強化を図り、5カ年計画の達成

を目指すことを約束した。 

 

6-3 適切な人員配置 

 ベニ県、パンド県は、本プロジェクトによって調達される井戸掘削機材を有効活用し、事業を遂行する
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ために機材引渡しの3ヶ月前に井戸掘削に関連する専門技術者を、現状のメンバーを含めて、適切に配

置する事を約束した、また、人員配置が本プロジェクト実施の前提となる事項であることについて合意し

た。環境・水資源省もその重要性を認識した。 

 

6-4 適切な予算措置 

 ベニ県、パンド県は、本プロジェクトによって調達される井戸掘削機材を有効活用し、5ヶ年計画で確認

されている十分な予算を措置することを約束した。また、予算措置が本プロジェクト実施の前提となる事

項であることについて合意した。環境・水資源省もその重要性を認識した。 

 

6-5 市役所に対する調整 

ボリビアでは、基本的には水資源開発については県が、給水施設については市が管轄することとなっ

ている。ベニ県、パンド県は、本プロジェクトによって調達される井戸掘削機材を活用して井戸を掘削した

結果、住民が給水を受益できるよう、給水施設の建設に責任を負う市との連携を強化し、十分かつ効率

的な給水施設の設置のための適切な手続きをとることを約束した。 

 

6-6 他県との協力関係強化 

ベニ県、パンド県は給水事業実施能力強化のために、ASVI の技術センターを通して、他県との協力関

係を強化し継続することを約束した。 

 

 

6-7 ソフトコンポーネント 

日本側・ボリビア側双方は、本プロジェクトによって調達される井戸掘削機材が有効に活用されるため、

必要に応じて、日本側がソフトコンポーネントによる技術指導を行うことに合意した。 

 

以上 

 

別添 1  要請地域図 

別添 2  責任機関組織図 

別添 3  要請内容 

別添 4  日本の無償資金協力の概要 

別添 5  日本の無償資金協力に係る手続きフローチャート 

別添 6  両国政府の主な責任内容
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別添 1  要請地域図 

 

 

 

Bolivia 
PANDO

BENI 
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別添 2 

 

別添 2  関係機関組織図 

 

１． 環境・水省 

 

環境・水資源省

水道基礎衛生次官室 環境・生物多様化・

気象変動次官室

上下水道 ゴミ統合処理

上下水道技術 基準・DESCOM 投資前評価

流域・水資源 灌漑

流域・水資源 灌漑

生物多様化・保護区 環境・気象変動

多様化・遺伝 野生生命保護 環境管理

水資源・灌漑次官室

事務局

会計監査

情報

内部監査

法務部

管理部

企画部

法務管理

財務管理

法務分析

法務資源

 

 

 

２． ベニ県 UNASBVI 

 

UNASBVI

法律顧問 秘書・アシスタント

購買・在庫管理

調査

作業員 助手 助手

調査掘削 給水施設設計

上水 住宅 社会開発

秘書

助手

運転手

監理

助手 助手

下水

秘書

技術

秘書

DESCOM

秘書

運転手

助手

プログラム

経理 庶務

1(1 )

1 (1 )

1 (1 )

1 (1 )

1 (1 )

1 (1 )

2 (2 )

(1 )

(1 )

(1 )

(1 )

(1 )
(1 ) 1 (3 )

1 (1 )

3 (5 ) 2 (8 ) 1 (3 )

 

 

(  ) : カッコ内の数字は 6. 3 項目に記載されている将来のプロジェクトに配置されると予想される職員

数である。 
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３．パンド県 UNASBVI 

 

UNASBVI

法律顧問 秘書・アシスタント

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ調整 運転手

資産・技術ｻｰﾋﾞｽ

外部協力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ住宅

建築
JICA フランスUNICEF

・水文0(1)

・地質0(1)

・掘削0(2)

・DESCOM1(2 )

・機材整備0（2）

1 (1 )

1 (1 )

1 (1 )

1 (1 )

1 (1 )

1 (1 )

1 (1 )

3 (3 ) 0 (1 )

 

 
(  ) : カッコ内の数字は 6.3 項目に記載されている将来のプロジェクトに配置されると予想される職員

数である。  
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別添 ３ 要請内容 

ベニ県 パンド県
数量 数量

200mの掘削、トラック搭載型 1セット 100mの掘削、トラック搭載型 1セット

エアーリフト用コンプレッサ－１７０psi(120 kg/cm2) 1セット エアーリフト用コンプレッサ－１７０psi(120 kg/cm2) 1セット

掘削用具一式　(トリコンビット等各種岩盤掘削機) 1セット 掘削用具一式　(トリコンビット等各種岩盤掘削機) 1セット

井戸の設置及び仕上げ用機材 1セット 井戸の設置及び仕上げ用機材 1セット

泥水分析用機器 1セット 泥水分析用機器 1セット

交換部品 各種 交換部品 各種

2、掘削用支援 3tクレーン付きトラック(長尺貨物用) 1台 3tクレーン付きトラック(長尺貨物用) 1台

車両 水タンク 1台

小型車両 1台 小型車両 1台

小型調査車両（調査車両） 1台 小型調査車両（調査車両） 1台

小型作業車（管理車両） 1台 小型作業車（管理車両） 1台

電気探査器(VES)、分析プログラム、交換部品 １セット 電気探査器(VES)、分析プログラム、交換部品 １セット

2.孔内検層機 自然電位、比抵抗 1セット 自然電位、比抵抗 1セット

3.GPS ポータブル型、緯度・経度及び高度測定 - ポータブル型、緯度・経度及び高度測定 -
水のサンプルの取り扱い及び保存用機器。WHO 1セット 水のサンプルの取り扱い及び保存用機器。WHO 1セット

の基本項目の計測 の基本項目の計測

中型ポンプ(390L/分x90mx11kW) 1セット 中型ポンプ(390L/分x90mx11kW) 1セット

ディーゼル発電機45kVA、220V 1セット ディーゼル発電機45kVA、220V 1セット

交換部品 各種 交換部品 各種

6.コンピューター PC、プリンタ、スキャナ、分析プログラム 1セット PC、プリンタ、スキャナ、分析プログラム 1セット

4.水質分析

5.揚水試験用機器

項目 仕様 仕様
1) 掘 削 用機

材及び資材

1.掘削用機械

2) 試 験 及び

計測用機器

1.物理探査機器

※なお、ベニ県の小型車両及びパンド県の給水タンク車については、

開発調査時には含まれておらず、今回の調査で加えられたもの。 
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別添 ４  日本の無償資金協力の概要 

 

日本国政府は ODA 業務に係る質の改善を図るため組織改革を行い、その一環として 2008 年 10

月 1 日に新 JICA法が施行された。本法及び日本国政府の決定に基づき、JICA が無償資金協力の実

施機関となった。 

無償資金協力とは被援助国に返済義務を課さないで資金を供与する援助で、被援助国が自国の

経済・社会の発展のために役立つ施設、資機材及び役務（技術あるいは輸送等）を調達するのに必

要な資金を、我が国の関係法令に従って以下のような原則により贈与するものである。日本国政府が

資材・機材、設備等を直接に調達して現物供与する形態はとっていない。 

 

1. 無償資金協力実施の手順 

我が国の無償資金協力は次のような手順により行われる。 

・協力準備調査 JICA により実施 

・審査及び承認 日本国政府及び JICA による審査、閣議による承認 

・実施の決定 日本国政府と被援助国間の口上書交換 

・贈与契約 JICA と被援助国間の契約締結 

・実施 贈与契約に基づくプロジェクトの実施 

2. 調査の位置づけ 

（1） 調査の内容 

JICA が実施する協力準備調査の目的は、JICA 及び日本国政府が無償資金協力の審査を行う際に

必要な基礎的資料（判断材料）を提供することであり、その内容は以下のとおりである。 

－ プロジェクトの背景、目的、効果並びに実施に必要な被援助国側関関係機関の能力の確認 

－ 無償資金協力実施の妥当性について技術面、財政面、社会・経済面での検証 

－ プロジェクトの基本構想について双方で確認 

－ プロジェクトの概略設計策定 

－ 概略事業費の積算 

なお、要望された内容が全てそのまま協力の対象となるのではなく、我が国の無償資金協力のスキ

ーム等を勘案し、基本構想が確認される。 

また、無償資金協力として実施するに当たって、JICA は被援助国側の自助努力を求める立場から被

援助国にも必要な措置を求めており、この措置が実施を担当する機関以外の所管事項である場合で

あってもその実施の担保を求めるものであり、 終的には被援助国政府の関係する機関全てとの確

認をミニッツにより行う。 

（2） コンサルタントの選定 

調査の実施に際して JICA は登録業者の中からプロポーザル方式によりコンサルタントを選定

する。 

（3） 調査結果 

調査報告書はJICAによって検討され、無償資金協力の妥当性が確認された後、JICAは無償

資金協力実施に係る審査を日本国政府に提言する。 

3. 無償資金協力のスキーム 

（1） 交換公文（E/N）及び贈与契約（G/A） 

無償資金協力が閣議によって承認の後、交換公文（E/N）が日本国政府と被援助国政府との間

で署名され、引き続き JICA と被援助政府との間で贈与契約（G/A）が締結される。G/A は支払条

件、被援助国の責務、調達条件といった、当該プロジェクトの実施に必要とされる条項を定めるも

のである。 
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（2） コンサルタントの選定 

技術的一貫性を保つため、協力準備調査を実施したコンサルタントは、E/N及びG/Aの後の当

該プロジェクトに引き続き従事するため、JICA によって被援助国へ推薦される。 

（3） 調達適格国 

無償資金協力の資金は、原則として、日本国又は被援助国の生産物ならびに日本国民又は被

援助国民の役務を購入するために使用される。なお、無償資金協力の資金は JICA 及び被援助

国政府（又は政府が指定する当局）が必要と認める場合には第三国（日本国又は被援助国以外）

の生産物の購入又は役務の購入にも使用することが可能である。但し、無償資金協力を実施す

るに当たって必要とするプライムコントラクター、即ち、コンサルタント、施工業者及び調達業者は

「日本国民」に限定される（ここでいう「日本国民」という語は日本国の自然人又はその支配する日

本国の法人を意味する）。 

（4）「認証」の必要性 

被援助国政府（又は政府が指定する当局）が行う「日本国民」との契約は「円貨建」で締結され、

かつ、JICA による「認証」を必要とする。「認証」は贈与財源が日本国民の税金であることによる。 

（5） 被援助国に求められる措置 

無償資金協力が実施されるに際して被援助国政府は別紙 6 のような措置等が求められる。 

 

（6） 「適正使用」 

無償資金協力により建設される施設及び購入される機材が、適正かつ効果的に維持され、使用さ

れること、並びにそのために必要な要員等の確保を行うこと。また、無償資金協力によって負担される

経費を除き必要な維持・管理費全ての経費を負担すること。 

（7） 「輸出及び再輸出」 

無償資金協力により購入される生産物は被援助国より輸出あるいは再輸出されてはならない。 

（8） 銀行取極（B/A） 

ア 被援助国政府（又は指定された当局）は日本国内の銀行に被援助国政府名義の口座を開設す

る必要がある。JICA は認証された契約に基づいて被援助国政府又は政府が指定する当局が

負う債務の弁済に充てるための資金を右勘定に「日本円」で支払うことにより無償資金協力を実

施する。 

イ JICA による支払いは被援助国政府又は政府が指定する当局が発行する「支払授権書（A/P）」

に基づいて「銀行」が支払請求書を JICA に提出した時に行われる。 

（9） 支払授権書（A/P） 

被援助国政府は、銀行取極を締結した銀行に対し、支払授権書の通知手数料及び支払い手数料を

負担しなければならない。 

（10） 社会環境配慮 

被援助国政府は当該プロジェクトに対して社会環境配慮を確保しなければならない。また、被援助

国の環境規制及び「JICA 社会環境配慮ガイドライン」に従わなければならない。
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別添 5  日本の無償資金協力に係る手続きフローチャート 

      

裨
益
国
政
府

日
本
国
政
府

J
I
C
A

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

請
負
業
者

そ
の
他

要請 　

プロジェクトの選考 TORの評価 プロジェクト確認調査 *

協力準備調査 *
現地調査
国内業務
報告書

* 必要な場合

概略設計調査
プロポーザルによる

コンサルタントの
選出と契約

現地調査
国内業務
報告書

概略設計概要報告書説明 概略設計報告書 　

プロジェクトの認証

省間協議

公文原案提出

閣議承認

Ｅ/Ｎ + G/A
（E/N：交換公文）
（G/A：贈与契約）
（A/P：支払い授権書）

銀行取極

コンサルタント契約 認証 A/P発行

詳細設計調査、入札図書 裨益国の承認 入札準備

開札と評価

請負業者契約 認証 A/P

調達・施工 竣工検査 裨益国の竣工検査

供用 終了時評価

　

事後評価 フォローアップ

実施

評価と
フォローアップ

段階

協力準備
調査

業務展開

要請

プロジェ
クトの形
成と準備

評価と認証
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別添 6  両国政府の主な責任内容（機材案件） 

 

N ﾟ 項目 

無償資金協力

援助にカバーさ

れる部分 

受益国によりカ

バーされる部分

1. 受益国の荷揚港における生産品の速やかな荷揚・通関と内国輸送の保証   

 1) 海路（空路）による受益国への日本生産品の輸送 ●  

 2) 受益国の荷揚港における税及び通関の免税  ● 

 3) 荷揚港からプロジェクトサイトまでの内国輸送 （●） （●） 

2. 受益国において生産物およびサービスの購入に課せられる関税、内国税、その他

の税に対する免税の保証 
 ● 

3. 生産物およびサービス調達に援助を必要とする日本国民に対する業務遂行のた

めの受益国への入国および滞在の保証 
 ● 

4. 機材がプロジェクトの実施のため正しく効果的に使用されることの保証  ● 

5. 無償資金協力によりカバーされる以外の、資機材の輸送と取り付けに必要な全て

の費用の負担 
 ● 

6. 銀行取極（B/A）に基づく銀行業務のための日本の両替銀行の以下の手数料負担   

 1) 支払い受験書（A/P）の通知手数料  ● 

 2) 支払手数料  ● 

7. プロジェクト実施における環境社会配慮  ● 
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ボリビア 

ベニ県及びパンド県村落地域飲料水供給計画準備調査 

協議議事録 

 

ボリビア多民族国（以下、ボリビアと呼ぶ）からの要請に基づいて、日本政府は「ベニ県

及びパンド県村落地域飲料水供給計画」（以下、本プロジェクトと呼ぶ）に関する準備調査

の実施を決定し、その実施を国際協力機構（以下ＪＩＣＡという）に委託した。 

ＪＩＣＡは、ＪＩＣＡ地球環境部水資源・防災グループ担当次長須藤勝義を団長とする本プ

ロジェクトの準備調査団（以下、「調査団」という）を 2010 年 8 月 29 日から 10 月 9 日までボ

リビアに派遣した。 

調査団は、ボリビア政府関係者と協議するとともに、対象地域において現地調査を実施

した。 

協議及び現地調査の結果、双方は附属書に記述された主要事項について確認した。本

調査団は引き続き現地調査を実施し、基本設計調査報告書をとりまとめる予定である。 
 

2010 年 9 月 3 日 コビハにて 

 

 

 

 

 

 

Lic. Maria Esther Udaeta  
大臣 

環境・水資源省  

 須藤勝義 

JICA 地球環境部 水資源・防災グループ担当次

長 

 

ベニ県知事 

 

 

 パンド県知事 

 

Ing. Harley Rodríguez Tellez 
次官代行 

公共投資外務資金次官室, 

計画開発省 
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【第2次現地調査時-和文】



 

1 

附属書 

１．プロジェクトの目的 

本プロジェクトは、１）２県の地方部給水５か年計画の候補村落で安全な水の供給状況を改善する、

２）井戸掘削機材を調達し、有効活用することで給水率を向上させることを目的とする。 

 

２．プロジェクトの対象地域 

本プロジェクトの対象地域は、別添 1 のとおり、ベニ県、パンド県における 5 ヵ年計画の対象村落であ

る。別添７の村落リストにおいては、プロジェクトで調達される井戸掘削機材を用いて深井戸を建設する

村落が明示されている。ただし、同村落リストは暫定版であり、今後10月8日まで調査を継続するコンサ

ルタントによる現地調査の結果を踏まえ、ボリビア政府との協議を経て見直される可能性がある。 

 

３．責任機関および担当部局 

別添 2 のとおり、責任機関は環境・水資源省 上水道・基礎衛生次官室、実施機関はベニ県及びパン

ド県 水・基礎衛生・住宅課（UNASBVI）である。 

 

４．要請内容 

調査団は、ボリビア政府からの本プロジェクトの要請内容を別添3のとおり確認した。今後コンサルタント

が、各資機材の必要性及び深井戸建設対象村落における現地調査を通じて適切な仕様及び数量を確

認する。 

 

５．日本の無償資金協力制度 

5-1 ボリビア政府は、調査団から説明を受け、別添 4 及び別添 5 に記載されている、日本の無償資金協

力制度について理解した。 

5-2 ボリビア政府は、別添 6 に記載されている両国の主な責任内容を理解し、無償資金協力の円滑な実

施のために必要な方策を実施することを合意した。 
5-3 調査の結果、その他無償資金協力の円滑な実施のために必要な負担事項が生じれば、JICA はボ

リビア側に通知する。 

5-4 資機材の輸入または購入に関して、ボリビア国側は国内税税の免税または還付を行うこととし、10

月末までにその方法について日本側に報告する。 

 

６．その他事項  

 

6-1 今後の調査予定 

(1)コンサルタントは 10 月 8 日までボリビアに滞在し、調査を継続する。この間、コンサルタントはプロジェ

クトの対象候補村落、特にプロジェクトで調達される井戸掘削機材を用いて深井戸を建設する村落を確

認し、各村落において具体的な掘削地点の選定を行うとともに、要請機材の妥当性及び適切な仕様及

び数量を確認する。 

ボリビア政府、ベニ県、パンド県は、コンサルタントによる調査が円滑に実施されるために必要な手配

を行うことを約束した。 

(2)JICAは、調査結果をもとにドラフト・レポートを作成し、その内容を説明するための調査団を2011年1

月に派遣する。 

(3)ドラフト・レポートの内容がボリビア側により合意された場合、JICAはファイナル・レポートを完成させ

て、2011年3月を目処にボリビア側に送付する。 

6-2 5ヵ年計画の重要性 
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ボリビア政府、ベニ県、パンド県は、5カ年計画の重要性を確認し、同計画に沿って給水施設の建設及

び維持管理を進めるべく努力することを約束した。特にパンド県はUNASBVIの組織強化及びコミュニティ

の水委員会の強化を図り、5カ年計画の達成を目指すことを約束した。 

 

6-3 適切な人員配置 

 ベニ県、パンド県は、本プロジェクトによって調達される井戸掘削機材を有効活用し、事業を遂行する

ために機材引渡しの3ヶ月前に井戸掘削に関連する専門技術者を、現状のメンバーを含めて、適切に配

置する事を約束した、また、人員配置が本プロジェクト実施の前提となる事項であることについて合意し

た。環境・水資源省もその重要性を認識した。 

 

6-4 適切な予算措置 

 ベニ県、パンド県は、本プロジェクトによって調達される井戸掘削機材を有効活用し、5ヶ年計画を実施

するために必要な予算を措置することを約束した。また、予算措置が本プロジェクト実施の前提となる事

項であることについて合意した。環境・水資源省もその重要性を認識した。 

 

6-5 資機材の維持管理環境の整備 

 ベニ県、パンド県は、本プロジェクトによって調達される井戸掘削機材を適切に維持管理するために必

要な、保管場所及び整備工場等の設備を整備することを約束した。 

 

6-6 市役所に対する調整 

ボリビアでは、基本的には水資源開発については県が、給水施設については市が管轄することとなっ

ている。ベニ県、パンド県は、本プロジェクトによって調達される井戸掘削機材を活用して井戸を掘削した

結果、住民が給水を受益できるよう、給水施設の建設に責任を負う市との連携を強化し、十分かつ効率

的な給水施設の設置のための適切な手続きをとることを約束した。 

 

6-7 他県との協力関係強化 

ベニ県、パンド県は ASVI の技術センターを通じて積極的に給水事業実施能力を強化するとともに、他

県との協力関係を強化し継続することを約束した。 

 

6-8 ソフトコンポーネント 

日本側・ボリビア側双方は、本プロジェクトによって調達される井戸掘削機材が有効に活用されるため、

必要に応じて、日本側がソフトコンポーネントによる技術指導を行う方向で検討することを確認した。 

 

以上 

 

別添 1  5 ヵ年計画対象村落リスト 

別添 2  責任機関組織図 

別添 3  要請内容 

別添 4  日本の無償資金協力の概要 

別添 5  日本の無償資金協力に係る手続きフローチャート 

別添 6  両国政府の主な責任内容 

別添 7  調査対象村落リスト
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別添 1  要請地域図 
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別添 2 

 

別添 2  関係機関組織図 

 

１． 環境・水省 

 

環境・水資源省

水道基礎衛生次官室 環境・生物多様化・

気象変動次官室

上下水道 ゴミ統合処理

上下水道技術 基準・DESCOM 投資前評価

流域・水資源 灌漑

流域・水資源 灌漑

生物多様化・保護区 環境・気象変動

多様化・遺伝 野生生命保護 環境管理

水資源・灌漑次官室

事務局

会計監査

情報

内部監査

法務部

管理部

企画部

法務管理

財務管理

法務分析

法務資源

 

 

 

２． ベニ県 UNASBVI 

 

UNASBVI

法律顧問 秘書・アシスタント

購買・在庫管理

調査

作業員 助手 助手

調査掘削 給水施設設計

上水 住宅 社会開発

秘書

助手

運転手

監理

助手 助手

下水

秘書

技術

秘書

DESCOM

秘書

運転手

助手

プログラム

経理 庶務

1(1 )

1 (1 )

1 (1 )

1 (1 )

1 (1 )

1 (1 )

2 (2 )

(1 )

(1 )

(1 )

(1 )

(1 )
(1 ) 1 (3 )

1 (1 )

3 (5 ) 2 (8 ) 1 (3 )

 

 

(  ) : カッコ内の数字は 6. 3 項目に記載されている将来のプロジェクトに配置されると予想される職員

数である。 
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３．パンド県 UNASBVI 

UNASBVI

法律顧問 秘書・アシスタント

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ調整 運転手

資産・技術ｻｰﾋﾞｽ

外部協力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ住宅

建築
JICAｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰフランスUNICEF

・水文地質0(1)
・地質0(1)
・水質0(1)
・助手0(1)

1(1)

1(1)

1(1)

1(1)

1(1)

1(1)

1(1)

3(3) 0(1)

掘削班 給水施設調査班 社会開発

0(1)

・掘削0(2)
・掘削機整備0(2)
・機械整備･溶接0(2)
･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ0(1)

・給水施設0(1)
・衛生施設0(1)
・測量0(1)

・社会開発0(1)
・農業開発0(1)
・補助0(1)

 

 

(  ) : カッコ内の数字は 6.3 項目に記載されている将来のプロジェクトに配置されると予想される職員

数である。  
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別添 ３ 要請内容 (現地での協議結果に応じて変更予定) 

ベニ県 パンド県
数量 数量

200mの掘削、トラック搭載型 1セット 100mの掘削、トラック搭載型 1セット

70mの掘削、トラクター搭載型 1セット

エアーリフト用コンプレッサ－１７０psi(120 kg/cm2) 1セット エアーリフト用コンプレッサ－１７０psi(120 kg/cm2) 1セット

掘削用具一式　(トリコンビット等各種岩盤掘削機) 1セット 掘削用具一式　(トリコンビット等各種岩盤掘削機) 1セット

井戸の設置及び仕上げ用機材 1セット 井戸の設置及び仕上げ用機材 1セット

泥水分析用機器 1セット 泥水分析用機器 1セット

交換部品 各種 交換部品 各種

2）　掘削用支援 3tクレーン付きトラック(長尺貨物用) 1台 3tクレーン付きトラック(長尺貨物用) 1台

車両 水タンク車 1台 水タンク車 1台

小型車両（掘削支援車両） 1台 小型車両（掘削支援車両） 2台

小型調査車両（調査車両） 1台 小型調査車両（調査車両） 1台

小型作業車（管理車両） 1台 小型作業車（管理車両） 1台

電気探査器(VES)、分析プログラム、交換部品 １セット 電気探査器(VES)、分析プログラム、交換部品 １セット

2)　孔内検層機 自然電位、比抵抗 1セット 自然電位、比抵抗 1セット

水のサンプルの取り扱い及び保存用機器。WHO 1セット 水のサンプルの取り扱い及び保存用機器。WHO 1セット

の基本項目の計測 の基本項目の計測

中型ポンプ(390L/分x90mx11kW) 1セット 中型ポンプ(390L/分x90mx11kW) 1セット

ディーゼル発電機45kVA、220V 1セット ディーゼル発電機45kVA、220V 1セット

交換部品 各種 交換部品 各種

5)　コンピューター PC、プリンタ、スキャナ、分析プログラム 1セット PC、プリンタ、スキャナ、分析プログラム 1セット

3)井戸資材 管材、水中ポンプ等 １式 管材、水中ポンプ等 １式

仕様
1. 掘 削 用 機

材及び資材

1）　掘削用機械

2) 試 験 及 び

計測用機器

1)　物理探査機器

3)　水質分析

4) 揚 水 試 験 用 機

器

項目 仕様

※なお、ベニ県の小型車両及びパンド県の給水タンク車、および両県の井戸資材については、

開発調査時には含まれておらず、今回の調査で加えられたもの。 
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別添 ４  日本の無償資金協力の概要 

 

日本国政府は ODA 業務に係る質の改善を図るため組織改革を行い、その一環として 2008 年 10

月 1 日に新 JICA法が施行された。本法及び日本国政府の決定に基づき、JICA が無償資金協力の実

施機関となった。 

無償資金協力とは被援助国に返済義務を課さないで資金を供与する援助で、被援助国が自国の

経済・社会の発展のために役立つ施設、資機材及び役務（技術あるいは輸送等）を調達するのに必

要な資金を、我が国の関係法令に従って以下のような原則により贈与するものである。日本国政府が

資材・機材、設備等を直接に調達して現物供与する形態はとっていない。 

 

1. 無償資金協力実施の手順 

我が国の無償資金協力は次のような手順により行われる。 

・協力準備調査 JICA により実施 

・審査及び承認 日本国政府及び JICA による審査、閣議による承認 

・実施の決定 日本国政府と被援助国間の口上書交換 

・贈与契約 JICA と被援助国間の契約締結 

・実施 贈与契約に基づくプロジェクトの実施 

2. 調査の位置づけ 

（1） 調査の内容 

JICA が実施する協力準備調査の目的は、JICA 及び日本国政府が無償資金協力の審査を行う際に

必要な基礎的資料（判断材料）を提供することであり、その内容は以下のとおりである。 

－ プロジェクトの背景、目的、効果並びに実施に必要な被援助国側関関係機関の能力の確認 

－ 無償資金協力実施の妥当性について技術面、財政面、社会・経済面での検証 

－ プロジェクトの基本構想について双方で確認 

－ プロジェクトの概略設計策定 

－ 概略事業費の積算 

なお、要望された内容が全てそのまま協力の対象となるのではなく、我が国の無償資金協力のスキ

ーム等を勘案し、基本構想が確認される。 

また、無償資金協力として実施するに当たって、JICA は被援助国側の自助努力を求める立場から被

援助国にも必要な措置を求めており、この措置が実施を担当する機関以外の所管事項である場合で

あってもその実施の担保を求めるものであり、 終的には被援助国政府の関係する機関全てとの確

認をミニッツにより行う。 

（2） コンサルタントの選定 

調査の実施に際して JICA は登録業者の中からプロポーザル方式によりコンサルタントを選定

する。 

（3） 調査結果 

調査報告書はJICAによって検討され、無償資金協力の妥当性が確認された後、JICAは無償

資金協力実施に係る審査を日本国政府に提言する。 

3. 無償資金協力のスキーム 

（1） 交換公文（E/N）及び贈与契約（G/A） 

無償資金協力が閣議によって承認の後、交換公文（E/N）が日本国政府と被援助国政府との間

で署名され、引き続き JICA と被援助政府との間で贈与契約（G/A）が締結される。G/A は支払条

件、被援助国の責務、調達条件といった、当該プロジェクトの実施に必要とされる条項を定めるも

のである。 
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（2） コンサルタントの選定 

技術的一貫性を保つため、協力準備調査を実施したコンサルタントは、E/N及びG/Aの後の当

該プロジェクトに引き続き従事するため、JICA によって被援助国へ推薦される。 

（3） 調達適格国 

無償資金協力の資金は、原則として、日本国又は被援助国の生産物ならびに日本国民又は被

援助国民の役務を購入するために使用される。なお、無償資金協力の資金は JICA 及び被援助

国政府（又は政府が指定する当局）が必要と認める場合には第三国（日本国又は被援助国以外）

の生産物の購入又は役務の購入にも使用することが可能である。但し、無償資金協力を実施す

るに当たって必要とするプライムコントラクター、即ち、コンサルタント、施工業者及び調達業者は

「日本国民」に限定される（ここでいう「日本国民」という語は日本国の自然人又はその支配する日

本国の法人を意味する）。 

（4）「認証」の必要性 

被援助国政府（又は政府が指定する当局）が行う「日本国民」との契約は「円貨建」で締結され、

かつ、JICA による「認証」を必要とする。「認証」は贈与財源が日本国民の税金であることによる。 

（5） 被援助国に求められる措置 

無償資金協力が実施されるに際して被援助国政府は別紙 6 のような措置等が求められる。 

 

（6） 「適正使用」 

無償資金協力により建設される施設及び購入される機材が、適正かつ効果的に維持され、使用さ

れること、並びにそのために必要な要員等の確保を行うこと。また、無償資金協力によって負担される

経費を除き必要な維持・管理費全ての経費を負担すること。 

（7） 「輸出及び再輸出」 

無償資金協力により購入される生産物は被援助国より輸出あるいは再輸出されてはならない。 

（8） 銀行取極（B/A） 

ア 被援助国政府（又は指定された当局）は日本国内の銀行に被援助国政府名義の口座を開設す

る必要がある。JICA は認証された契約に基づいて被援助国政府又は政府が指定する当局が

負う債務の弁済に充てるための資金を右勘定に「日本円」で支払うことにより無償資金協力を実

施する。 

イ JICA による支払いは被援助国政府又は政府が指定する当局が発行する「支払授権書（A/P）」

に基づいて「銀行」が支払請求書を JICA に提出した時に行われる。 

（9） 支払授権書（A/P） 

被援助国政府は、銀行取極を締結した銀行に対し、支払授権書の通知手数料及び支払い手数料を

負担しなければならない。 

（10） 社会環境配慮 

被援助国政府は当該プロジェクトに対して社会環境配慮を確保しなければならない。また、被援助

国の環境規制及び「JICA 社会環境配慮ガイドライン」に従わなければならない。
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別添 5  日本の無償資金協力に係る手続きフローチャート 

      

裨
益
国
政
府

日
本
国
政
府

J
I
C
A

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

請
負
業
者

そ
の
他

要請 　

プロジェクトの選考 TORの評価 プロジェクト確認調査 *

協力準備調査 *
現地調査
国内業務
報告書

* 必要な場合

概略設計調査
プロポーザルによる

コンサルタントの
選出と契約

現地調査
国内業務
報告書

概略設計概要報告書説明 概略設計報告書 　

プロジェクトの認証

省間協議

公文原案提出

閣議承認

Ｅ/Ｎ + G/A
（E/N：交換公文）
（G/A：贈与契約）
（A/P：支払い授権書）

銀行取極

コンサルタント契約 認証 A/P発行

詳細設計調査、入札図書 裨益国の承認 入札準備

開札と評価

請負業者契約 認証 A/P

調達・施工 竣工検査 裨益国の竣工検査

供用 終了時評価

　

事後評価 フォローアップ

実施

評価と
フォローアップ

段階

協力準備
調査

業務展開

要請

プロジェ
クトの形
成と準備

評価と認証
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別添 6  両国政府の主な責任内容（機材案件） 

 

N ﾟ 項目 

無償資金協力

援助にカバーさ

れる部分 

受益国によりカ

バーされる部分

1. 受益国の荷揚港における生産品の速やかな荷揚・通関と内国輸送の保証   

 1) 海路（空路）による受益国への日本生産品の輸送 ●  

 2) 受益国の荷揚港における税及び通関の免税  ● 

 3) 荷揚港からプロジェクトサイトまでの内国輸送 （●） （●） 

2. 受益国において生産物およびサービスの購入に課せられる関税、内国税、その他

の税に対する免税の保証 
 ● 

3. 生産物およびサービス調達に援助を必要とする日本国民に対する業務遂行のた

めの受益国への入国および滞在の保証 
 ● 

4. 機材がプロジェクトの実施のため正しく効果的に使用されることの保証  ● 

5. 無償資金協力によりカバーされる以外の、資機材の輸送と取り付けに必要な全て

の費用の負担 
 ● 

6. 銀行取極（B/A）に基づく銀行業務のための日本の両替銀行の以下の手数料負担   

 1) 支払い受験書（A/P）の通知手数料  ● 

 2) 支払手数料  ● 

7. プロジェクト実施における環境社会配慮  ● 
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Lista de las Comunidades objeto para Estudio (BENI) 
     

             

No. 
No. 

Com. 
Municipio  Comunidad  AÑO 5  Prioridad Pob. 

1  188  Guayara  14 De Septiembre  2  B 

             

290       

2  203  Riberalta  Buena Vista  2  C 

             

360       

3  194  Guayara  Rosario del Yata  3  A 

             

1,280     

4  189  Guayara  1ro De Mayo  3  B 

             

250       

5  164  San Ignacio  Las Mercedes  5  B 

             

360       

6  123  San Joaquin  San Joaquin  3  A 

             

1,010     

7  9  Trinidad  San Juan de Aguas Dulces  Add  B 

             

220       

8  37  Reyes  San José  4  A 

             

650       

9  180  San Ignacio  La Argentina  Add  B 

             

270       

10  246  Santa Ana  San Joauin del Maquini  4  B 

             

510       

11  210  Riberalta  Tumichucua  4  B 

             

660       

12  79  Santa Rosa  Villa Fatima  Add  A 

             

370       

13  35  Reyes  Santa Rosita el Cozar  Add  A 

             

300       

14  187  Guayara  Cachue la Eseranza  4  B 

             

1,620     

15  249  Santa Ana  Carmen del Mattos  Add  B 

             

300       

16  124  San Joaquin  7 Esquinas  Add  B 

             

230       

17  236  Exaltacion  Coquinal  Add  B 

             

690       

18  171  San Ignacio  Rancho Santa Clara  5  A 

             

830       

19  80  SanBorja  Villa Gonzales  5  C 

             

230       

20  61  SanBorja  El Carmen de Maniqui  5  A 

             

380       

21  138  San Andres  Miraflores  Add  B 

             

194       

TOTAL                    11,004   
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Lista de las Comunidades objeto para Estudio (PANDO) 

        

No. 
No. 

Com. 
Municipio  Comunidad  AÑO 5  Prioridad Pob. 

1  65  Puerto Rico  Puerto Rico  3  A 

             

3,030     

2  125  Villa Nueva  Loma Alta  3  A 

             

860       

3  20  Bolpebra  Veracruz  3  A 

             

360       

4  57  Filadelfia  Curichon  5  A 

             

350       

5  101  San Lorenzo  Sinai  4  A 

             

320       

6  129  Nueva Esperanza  Arca de Israel  4  A 

             

320       

7  132  Villa Nueva  Santa Fe  4  A 

             

330       

8  79  San Pedro  Tres Estrellas  5  B 

             

280       

9  88  San Lorenzo  Naranjal  5  A 

             

310       

10  46  Porvenir  San José  4  A 

             

350       

11  24  Cobija  Bajo    Virtudes  5  A 

             

160       

12  82  San Pedro  El Pallar  4  B 

             

130       

13  85  San Lorenzo  Trinidacito  4  B 

             

500       

14  136  Humaita  Humaita  5  A 

             

400       

15  127  Villa Nueva  Santa Crucito  5  A 

             

430       

TOTAL       

 

8,130  
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ボリビア多民族国 

ベニ県及びパンド県村落地域飲料水供給計画準備調査 

（概略設計説明調査） 

協議議事録 

 

国際協力機構（以下「JICA」と呼ぶ）は 2010 年 3 月及び 9 月にベニ県及びパンド

県村落地域飲料水供給計画（以下「本プロジェクト」と呼ぶ）に係る準備調査団をボ

リビア多民族国（以下「ボリビア」と呼ぶ）に派遣し、協議、現地調査、技術的な検

討を通じて概略設計を含む調査報告書案を作成した。 

JICA は、ボリビア側関係機関に調査報告書案の内容に関する説明を行うために、山

本敬子専門員を団長とする概略設計説明調査団（以下「調査団」と呼ぶ）を 2011 年 2

月 13 日から 2 月 22 日までボリビアに派遣した。 

調査団は、ボリビア政府関係者と協議するとともに、対象地域において現地調査を

実施した。 

協議の結果、双方は附属書に記述された主要事項について確認した。 
 

2011 年 2 月 18 日トリニダにて 

 

 

 

 

 

 

山本敬子  

団長 

JICA 概略設計説明調査団 

 Dra Julieta Mabel moje Villa 

大臣 

環境・水資源省 

Ing. Ernesto Suarez Sattori 

ベニ県知事 

 

 

 Dr. Luis Adolfo Flores Roberts 

パンド県知事 

 

Lic. Viviana Caro Hinojosa 

大臣 

計画開発省 
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【概要説明時‐和文】



 

 

附属書 

１．調査報告書の内容 

ボリビア側は、調査団が説明した調査報告書案の内容に合意、受容した。 

 

２．日本の無償資金協力制度 

ボリビア側は日本の無償資金協力制度について理解し、本プロジェクトが実施される際には、

本プロジェクトの円滑な実施に必要な対応及び予算措置を行うことを合意した。日本の無償資金

協力制度及び実施に必要な対応及び予算措置は、2010 年 9 月 3 日に双方により署名された討議議

事録の別添 4、別添 5 及び別添 6 に記載されている。 

 

３．責任機関および実施機関 

別添 1 のとおり、責任機関は環境・水資源省 上水道・基礎衛生次官室、実施機関はベニ県及

びパンド県 水・基礎衛生・住宅課（UNASBVI）である。 

 

４．調査日程 

 JICAは2011年5月末までに、確認した内容を反映した調査報告書を完成させ、ボリビア政府に送

付する。 

 

５．その他関連事項 

(1) 概算事業費 

 調査団は、ボリビア側に概算事業費を別添 2 のとおり説明した。また、双方はこの概算事業費

は暫定のものであり、日本政府の最終承認に向けて、更なる検討が行われる予定であることを確

認した。更に、双方は、この概算事業費が内密のものであり、公平な入札手続きが実施されるた

めには、契約の締結がボリビア側関係機関によって公表されるまでは、複製又は他者への公開が

禁止であることを確認した。 

 

(2) 本プロジェクトに対する免税及び還付 

 調査団は、本プロジェクトの実施に必要となる免税及び還付措置について、別添 3 のとおり説

明した。ボリビア側は、ボリビア国外から輸入する資機材に係る関税については、両県の申請に

より、環境・水資源省が大統領令を発布して免税することを約束した。また、ボリビア国内で調

達する資機材については、ボリビア側はベニ県およびパンド県を通じて付加価値税および取引税

を還付することを約束し、ベニ県及びパンド県においては、付加価値税および取引税の還付を行

うために、2012 年度予算において、別添 3 にある参考金額を確保することを約束した。 

 

(3) 機材の運転及び維持管理に必要な予算措置 

 調査団は、ボリビア側に本プロジェクトにおいて供与する機材の運転及び維持管理に必要な概

算額を別添 4 のとおり説明した。ボリビア側は、両県を通じてそれらに必要な予算措置を行うこ

とを約束した。 

 

(4) プロジェクト対象地域 

本プロジェクトの対象地域は、別添 5 のとおり、ベニ県、パンド県における 5 ヵ年計画の村落

である。 

 

(5) 適切な人員の配置 

両県は、本プロジェクトによって調達される井戸掘削機材を有効活用し、事業を遂行するため

に、機材引渡しの3ヶ月前までに別添1のとおり人員配置を行うことを約束した。 
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(6) 資機材の適切な使用 

ボリビア側は両県を通じて、本プロジェクトで調達する資機材を適切に使用し、継続して給水

施設の建設を行っていくことを約束した。また、ベニ県 UNASUBVI、パンド県 UNASBVI は、水供給

5 ヶ年計画が達成されるまでは、四半期ごとに資機材の使用状況及び水供給 5 ヶ年計画の進捗状

況を環境・水資源省及び JICA ボリビア事務所に報告することを約束した。 

 

(7) その他ボリビア側実施事項 

調査団は、別添 7 のとおり必要となる実施事項を説明し、ボリビア側はこれを実行することを

約束した。 

 

 

 

以上 

 

別添 1：責任機関組織図 

別添 2：プロジェクト内容 

別添 3：免税措置 

別添 4：運転及び維持管理費 

別添 5：対象地域図 

別添 6：ボリビア側実施事項 
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別添 1 

 

別添 1  責任機関組織図 

 

１． 環境・水資源省 

 

環境・水資源省

水道基礎衛生次官室 環境・生物多様化・

気象変動次官室

上下水道 ゴミ統合処理

上下水道技術 基準・DESCOM 投資前評価

流域・水資源 灌漑

流域・水資源 灌漑

生物多様化・保護区 環境・気象変動

多様化・遺伝 野生生命保護 環境管理

水資源・灌漑次官室

事務局

会計監査

情報

内部監査

法務部

管理部

企画部

法務管理

財務管理

法務分析

法務資源

 

 

 

２． ベニ県 UNASBVI 

 

UNASBVI

法律顧問 秘書・アシスタント

購買・在庫管理

調査

作業員 助手 助手

調査掘削 給水施設設計

上水 住宅 社会開発

秘書

助手

運転手

監理

助手 助手

下水

秘書

技術

秘書

DESCOM

秘書

運転手

助手

プログラム

経理 庶務

1(1 )

1 (1 )

1 (1 )

1 (1 )

1 (1 )

1 (1 )

2 (2 )

(1 )

(1 )

(1 )

(1 )

(1 )
(1 ) 1 (3 )

1 (1 )

3 (5 ) 2 (8 ) 1 (3 )

 

 

(  ) : カッコ内の数字は資機材の適切な運用に必要な職員数である。 
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３．パンド県 UNASBVI 

UNASBVI

法律顧問 秘書・アシスタント

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ調整 運転手

資産・技術ｻｰﾋﾞｽ

外部協力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ住宅

建築
JICAｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰフランスUNICEF

・水文地質0(1)
・地質0(1)
・水質0(1)
・助手0(1)

1(1)

1(1)

1(1)

1(1)

1(1)

1(1)

1(1)

3(3) 0(1)

掘削班 給水施設調査班 社会開発

0(1)

・掘削0(2)
・掘削機整備0(2)
・機械整備･溶接0(2)
･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ0(1)

・給水施設0(1)
・衛生施設0(1)
・測量0(1)

・社会開発0(1)
・農業開発0(1)
・補助0(1)

 

 

(  ) : カッコ内の数字は資機材の適切な運用に必要な職員数である。  
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別添 2 プロジェクト内容 
 
（1）日本側負担経費 

概算事業費 約 579.7 百万円 

 

項目 概算事業費（百万円） 

機材 

井戸掘削機 

掘削ツールス類 

クレーン付きトラック 

給水車 

軽車輌（掘削用、調査用、管理用） 

地下水調査用機材 

井戸資材 

484.0 

実施設計・調達監理 44.4 

95.7 

ソフトコンポーネント 

 ①直接人件費  

 ②直接経費  

 ③間接費  

51.3 

13.1 

21.4 

16.8 

      概算事業費 （小計） 約 579.7 百万円      

  

（2）「ボ」国側負担経費 
 

      ×1,000,000Bs

  

1 2 3 4 5:（1+2+3+4） 

還付 

（付加価値税、

取引税） 

（現地調達分）

UNASBVI

人件費 

日本側支援分

施設建設費 

（県負担分） 

日本側支援分

施設建設費 

（市負担分） 

合計 

ベニ県負担事業費（日本側支援対象分のみ）    
3 年次 Bs0.48 Bs1.04 Bs1.10 Bs1.84 Bs4.46  約 57 百万円

4 年次 － Bs1.04 Bs2.56 Bs2.84 Bs6.44  約 83 百万円

5 年次 － Bs1.04 Bs1.70 Bs2.06 Bs4.80  約 62 百万円

合計 Bs0.48 Bs3.12 Bs5.36 Bs6.74 Bs15.70  約 202 百万円

パンド県負担事業費（日本側支援対象分のみ）    

3 年次 Bs0.36 Bs1.04 Bs0.96 Bs1.40 Bs3.76  約 48 百万円

4 年次 － Bs1.04 Bs2.59 Bs3.34 Bs6.97  約 90 百万円

5 年次 － Bs1.04 Bs0.24 Bs0.51 Bs1.79  約 23 百万円

合計 Bs0.36 Bs3.12 Bs3.79 Bs5.25 Bs12.52  約 161 百万円
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別添 3：免税および還付措置 
参考金額 

 
 
 
 

 Bｓ 

免税 

輸入税：機材費の 5～15％ 2,195,501 

通関税：（CIF＋輸入税）×14.94% 4,222,375 

  Bｓ

 還付 ベニ県 パンド県 

還付：付加価値税＋取引税 471,683 359,969

A-75



   別添 4 

 

別添 4 運転及び維持管理費 
 

Bs   

  ベニ県 パンド県 

人件費 594,000 594,000

事務所運営管理費 156,000 156,000

地下水調査および維持管理指導用車輌運

営費 
174,000 174,000

水質管理 60,000 60,000

計画・設計に関わる委託費 53,000 53,000

年間の運営管理費 1,037,000 1,037,000

 
 
 

A-76



   別添 5 

 

 
別添 5 対象地域図 
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別添 6 ボリビア側実施事項 

本プロジェクトの実施のために、ボリビア側は以下の事項の実施に責任を持つこととする。 

 

項目 「ボ」国側負担事項 責任機関 

1. 一般事項  無償資金協力のｼｽﾃﾑに則った、銀行取決め（B/A）、支払授権書（A/P）等

の銀行手続きの迅速な実施 

 B/A を締結した銀行に対する、A/P の通知手数料及び支払い手数料の負担 

 「ボ」国の環境規制及び「JICA 社会環境配慮ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」に従った社会環境配

慮の実施 

 生産物およびｻｰﾋﾞｽ提供を行う日本国民に対する、業務遂行のための「ボ」

国への入国、滞在の保証および安全の確保 

 無償資金協力によりｶﾊﾞｰされる以外の、資機材の輸送と工事に必要な全て

の費用の負担 

 「ボ」国における生産物およびｻｰﾋﾞｽの購入に課せられる関税、内国税、その

他の税に対する免税の保証 

環境・水資源省、両県 

 

環境・水資源省、両県 

環境・水資源省、両県 

 

環境・水資源省 

 

両県 

 

環境・水資源省 

2. 機材調達  ボリビア国内における速やかな通関手続きと国内輸送の保証 

 ボリビア国内における関税の支払い免除 

 機材保管・修理場所の確保、整備 

 機材がﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施のため正しく効果的に使用されることの保証 

 主要機材・車両にかかる損害保険への加入 

 水質試験室の確保、整備 

 環境・水資源省、両県 

環境・水資源省、両県 

両県 

両県 

両県 

両県 

3. 技術指導  指導を受けるカウンターパート要員の配置 

 カウンターパート要員の活動に対する必要となる経費（残業、宿泊日当）の負

担 

 掘削工事・据付工事・機材整備に伴い発生する全ての費用の確保と、迅速

な購買 

（ 燃料、ｵｲﾙ、ｾﾒﾝﾄ、消耗品、安全対策品、その他日本側で調達する資機

材以外の必要資材） 

 3 者間（県、市、村落）との調整、合意の形成 

 工事に関する法的手続き、環境ライセンスの取得 

 用地取得、整地、ｱｸｾｽの確保 

 迅速な給水施設の建設 

（ 井戸、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ、配電盤、制御建屋、塩素注入装置、配水池、送・配水

管、共同水栓、配管網への接続、配電、ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ設置、浄水装置等） 

 その他の技術指導に伴い発生する全ての費用の確保と、迅速な購買 

（ 移動、運搬、その他日本側で調達する資機材以外の必要資材） 

 建設された給水施設の瑕疵責任 

 従業員、第三者の障害に対する責任 

両県 

両県 

 

両県 

 

 

 

両県 

両県 

両県 

両県 

 

 

両県 

 

両県 

両県 

4. 機材維持管理  調達資機材の定期的な点検、保守の実施 

 工具類、関連機材、スペアパーツ等の保管と管理 

 他用途への転用の厳禁 

両県 

両県 

両県 

5. 施設維持管理  村落に対するモニタリング、改善指導および支援の実施 両県 
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5. ソフトコンポーネント計画書



Perú

Colombia

Brazil

Chile
Argentina

Ecuador

BOLIVIA

(1997 1999

(1999 2001

(2003 2005)

/
( 2004 2008

ASVI
2005 2008

ASVI
2008 2011 9
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